
 

 

二戸市障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱の一部を改正する告

示 

 

二戸市障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱（平成18年二戸市告示第56号）の

一部を次のように改正する。 

別表第１給付の項種目の欄中「盲人用時計」を「視覚障害者用時計」に、「盲人用

体温計（音声式）」を「視覚障害者用体温計（音声式）」に、「盲人用体重計」を

「視覚障害者用体重計」に改める。 

別表第２を次のように改める。 

別表第２（第３条関係） 

区分 種目 給付基準額 

給付 視覚障害者用ポータブルレコ

ーダー 

録音再生機 85,000円

再生専用機 35,000円

ポータブルレコーダー 23,000円

視覚障害者用時計 触読式 10,300円

音声式 13,300円

点字タイプライター 85,000円

電磁調理器 42,952円

視覚障害者用体温計（音声式） 9,000円

視覚障害者用体重計 18,000円

視覚障害者用拡大読書器 198,000円

歩行時間延長信号機用小型送信機 7,000円

点字ディスプレイ 383,500円



 

 

視覚障害者用活字文書読上げ装置 99,800円

地デジ対応ラジオ 9,675円

聴覚障害者用屋内信号装置 87,400円

聴覚障害者用情報受信装置 88,900円

便器 4,662円

特殊便器 158,400円

特殊マット 20,533円

特殊寝台 154,000円

パーソナルコンピュータ 104,762円

特殊尿器 67,000円

入浴担架 86,324円

体位変換器 15,000円

携帯用会話補助装置 98,800円

入浴補助用具 94,286円

移動用リフト 159,000円

歩行支援用具 60,000円

居宅生活動作補助用具 209,524円

透析液加温器 51,500円

酸素ボンベ運搬車 17,810円

ネブライザー 37,714円



 

 

電気式たん吸引器 59,086円

火災警報器 16,238円

自動消火器 30,067円

点字器 真 鍮
ちゅう

板製 10,712円

プラスチック製 6,798円

人工喉頭 笛式 5,150円

電動式 72,303円

頭部保護帽 障害児 12,160円

スポンジ及び革を主材

料とするもの 

15,656円

スポンジ、革及びプラ

スチックを主材料とす

るもの 

37,852円

動脈血中酸素飽和度測定器（パルスオキシメーター） 55,000円

ストマ用装具 蓄便袋 月額 8,858円

蓄尿袋 月額 11,639円

紙おむつ等 月額 12,571円

収尿器（男性用） 普通型 7,931円

簡易型 5,871円

収尿器（女性用） 普通型 8,755円

簡易型 6,077円



 

 

つえ 木製ニス塗装 2,420円

軽金属製 3,300円

貸与 福祉電話 83,300円

ファックス 7,700円

備考 次の各号に掲げる日常生活用具の給付を受けたときは、この表の額に当該各

号に定める額を加算する。 

(１) 夜光材付きつえ 451円 

(２) 全面夜光材付きつえ 1,320円 

(３) 外装に白色又は黄色ラッカーを使用したつえ 286円 

(４) 気管カニューレ付き人工喉頭（笛式） 3,193円 

様式第１号から様式第３号までを次のように改める。 



 

 

様式第１号（第４条関係） 

 



 

 

様式第２号（第４条関係） 

 



 

 

様式第３号（第５条関係） 

 

附 則 

 （施行期間） 

１ この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この告示による改正後の二戸市障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱の規定



 

 

は、施行の日以降の支給決定の手続等の行為について適用し、同日前の支給決定の

手続等の行為について、なお従前の例による。 


